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くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和８管理年度（令和８年４月

１日から令和９年３月 31日までの期間をいう。）における漁業法第 16条第１項に掲げる知

事管理漁獲可能量を次のとおり定めたので、同条第４項の規定に基づき公表する。 

令和８年４月１日 

                             神奈川県知事 黒岩祐治 

 

第一 くろまぐろ（小型魚） 

 １ 都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量 

   47.7トン 

２ 知事管理区分に配分する数量等 

 都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量のうち 4.8 トンを留保とし、残

りを次の通り知事管理区分に配分する。 

 

第二 くろまぐろ（大型魚） 

１ 都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量 

   28.6トン 

２ 知事管理区分に配分する数量 

 都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量のうち 3.0 トンを留保とし、残

りを次の通り知事管理区分に配分する。 

 

 

知事管理区分 配分する数量 

神奈川県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業（４月から６月まで） 1.0トン 

神奈川県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業（７月から９月まで） 1.0トン 

神奈川県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業（10月から 12月まで） 5.5トン 

神奈川県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業（１月から３月まで） 5.1トン 

神奈川県くろまぐろ（小型魚）定置漁業（４月から６月まで） 4.2トン 

神奈川県くろまぐろ（小型魚）定置漁業（７月から９月まで） 6.8トン 

神奈川県くろまぐろ（小型魚）定置漁業（10月から 12月まで） 14.2トン 

神奈川県くろまぐろ（小型魚）定置漁業（１月から３月まで） 5.1トン 

知事管理区分 配分する数量 

神奈川県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業 19.5トン 

神奈川県くろまぐろ（大型魚）定置漁業  6.1トン 
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神奈川県資源管理方針（抜粋） 

 

（別紙１－１） 

第１ 特定水産資源 

くろまぐろ（小型魚） 

 

第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

１ 漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配分された漁獲可能量のう

ち、９割を直近 10年間の漁獲実績に応じてそれぞれの知事管理区分に按分

し、残りの１割を本県の留保とする。また、当該留保については、それぞれ

の知事管理区分における資源管理の取組状況、当該特定水産資源の回遊状況

等を踏まえ、神奈川海区漁業調整委員会の意見を聴いて、必要とする知事管

理区分に配分するものとする。 

 

 

（別紙１－２） 

第１ 特定水産資源 

くろまぐろ（大型魚） 

 

第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

漁獲可能量の知事管理区分への配分は、本県に配分された漁獲可能量のう

ち、おおむね９割を、令和３年度から令和５年度を基本として直近５年間の

漁獲実績を勘案して配分し、残りのおおむね１割を本県の留保とする。また、

当該留保については、それぞれの知事管理区分における資源管理の取組状況、

当該特定水産資源の回遊状況等を踏まえ、神奈川海区漁業調整委員会の意見

を聴いて、必要とする知事管理区分に配分するものとする。 




